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障害福祉サービス等に係る事業者説明会 

千 葉 市 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 課  

 

強度行動障害加算対象施設の拡充について 

 

１ 事業概要 

  強度行動障害児者の支援を行う施設に対して、生活支援員等の加配を行う等、利用

者に対して適切な指導・訓練等を実施するために必要な経費の一部を助成することに

より、利用者の安全の確保及び行動障害の軽減並びに施設の経営基盤の安定を図るこ

とを目的とする。 

 

２ 対象施設の拡充 

  現在、障害者支援施設、障害児入所支援施設、短期入所事業所に対して助成してい

る強度行動障害加算について、平成３０年４月から、生活介護事業所、共同生活援助

事業所も助成対象施設とする。 

【助成金の額】生 活 介 護 事 業 所：対象者１人あたり日額２，５００円 

共同生活援助事業所：対象者１人あたり日額２，３１０円 

 

３ 対象施設の拡充に伴う変更 

  対象施設の拡充に伴い、障害者支援施設における助成金について、以下のとおり変

更する。 

平成３０年３月末まで 平成３０年４月１日以降 

助成対象施設等の種類 助成額 助成対象施設等の種類 助成額 

指定障害者支援施設 
対象者１人あたり 

日額４，８１０円 

指定障害者支援施設に 

おける昼間実施サービス 

対象者１人あたり 

日額２，５００円 

指定障害者支援施設に 

おける施設入所支援 

対象者１人あたり 

日額２，３１０円 

 

４ 申請等の手続きについて 

生活介護事業所、共同生活援助事業所における事業実施の要件・申請手続きや、障

害者支援施設における助成申請の変更点等については、現在、千葉市強度行動障害加

算事業実施要綱等の改正を進めておりますので、要綱等の改正が終わり次第、改めて

周知いたします。 

 


